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令和 3 年（2021 年）7 月 30 日 

 

  宝塚市長 山﨑 晴恵 様 

 

宝塚市立武田尾駅前駐車場及び宝塚市立宝塚駅前駐車場 

並びに宝塚市立自転車等駐車場指定管理者選定委員会 

                   委員長  吉田 長裕 

 

宝塚市立武田尾駅前駐車場及び宝塚市立宝塚駅前駐車場並びに宝塚 

 市立自転車等駐車場指定管理者選定委員会の候補者選定について（答申） 

 

  令和 3 年(2021 年)5 月 19 日付宝塚市諮問第 15 号で諮問のありました標記のことについて、

指定管理者の候補者を選定しましたので、下記のとおり答申します。 

 

記 

 

1 選定内容 

（1） 選定の目的 

宝塚市立武田尾駅前駐車場及び宝塚市立宝塚駅前駐車場並びに宝塚市立自転車等

駐車場を管理する指定管理者の指定期間が令和 4 年 3 月 31 日をもって満了するた

め、令和 4 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日までの 5 年間における当該施設の指

定管理者として適当な候補者を選定します。 

（2） 選定する施設 

宝塚市立武田尾駅前駐車場及び宝塚市立宝塚駅前駐車場並びに宝塚市立自転車等

駐車場 

（3） 応募対象者の選定方法 

宝塚市立武田尾駅前駐車場及び宝塚市立宝塚駅前駐車場並びに宝塚市立自転車等

駐車場は、宝塚市立武田尾駅前駐車場条例第 16 条第 1 項、宝塚市立宝塚駅前駐車

場条例第 13 条第 1 項、宝塚市立自転車等駐車場条例第 17 条第 1 項において、市長

は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事由があると認める場合を除き、

公募するものとするとされていることから、第１回宝塚市立武田尾駅前駐車場及び

宝塚市立宝塚駅前駐車場並びに宝塚市立自転車等駐車場指定管理者選定委員会（以

下、「選定委員会」という）において決定された選定方針に基づき応募者の申請を募

ることとしました。 

（4） 応募の状況 

上記の選定方針に基づき申請を募ったところ、3 社から応募の申請がありました。 
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2 審議内容 

（1） 選定委員会委員 

委員長   吉田 長裕 （大阪市立大学大学院 工学研究科 准教授） 

副委員長  越智  彰  （越智総合会計代表社員） 

委 員   池田 則夫 （宝塚市商店連合会会長） 

委 員   橋本 善明 （宝塚市自治会連合会） 

委 員   三木 節雄 （市民公募委員） 

（2） 選定経緯 

ア 第１回選定委員会 令和 3 年 5 月 19 日 

  （募集要項・業務の概要・選定基準等の決定） 

イ 申 請 期 間  令和 3 年 6 月 1 日～令和 3 年 6 月 21 日 

ウ 第 2 回選定委員会 令和 3 年 7 月 7 日 

  （第３回選定委員会に向けて） 

エ 第 3 回選定委員会 令和 3 年 7 月 30 日 

  （書類審査及びプレゼンテーション審査の実施、候補者決定） 

（3） 評価方法 

評価項目（32 項目）と配点（220 点満点）を設定し、提出された申請書、およ

び、プレゼンテーションの内容で審査し、各項目を 5 段階で評価しました。 

選定に際しては、出席委員 4 名の評価点を合計して 880 点満点としました。528

点（60％）を必要最低点数と定め、指定管理者選定基準に基づいて、候補者の選定

を行いました。 

 

3 選定結果 

（1） 選定結果 

各委員の評価点に基づいて、委員会で審議を行った結果、ミディ総合管理・宝塚

市シルバー人材センター共同事業体を指定管理者の候補者として選定することが適

当であると決定しました。 

採点結果は、委員 4 人中 2 名が 1 位の評価で、880 点満点中 619 点（70.3％）と

なりました。 

（2） 指定管理者候補者 

   大阪市阿倍野区阿倍野筋２丁目１番３７号 

ミディ総合管理・宝塚市シルバー人材センター共同事業体 

代表者 ミディ総合管理株式会社 

      代表取締役社長 石原 浩一郎 

（3） 選定理由 

本委員会の対象となる施設は、20 ヶ所の自転車駐車場と 2 カ所の自動車駐車場です。



指定管理者の募集及び選定にあたっては、利用者の利便性確保や防犯安全対策、地域

の高齢者の雇用を含めた管理運営を重視しました。 

審査の結果、３団体とも総配点の 60％を超える得点を獲得し、このうちミディ総合

管理・宝塚市シルバー人材センター共同事業体は、目的理解・取組意欲、人的配置、

団体の経済的基盤、高齢者の積極雇用なども含め、11 項目中 6 項目において首位の評

価を得て、合計点においても最も高い評価となりました。 

以上を踏まえ、本委員会としては、同社を指定管理者の候補者として選定すること

としました。 

（4） 次点者 

住 所  東京都中央区日本橋小網町 7 番 2 号 

名 称  サイカパーキング株式会社 

代表者  代表取締役  森井 清 

 

4 答申に当たって 

申請のあった 3 団体は、いずれも指定管理者としての能力は十分にあると評価された。

指定管理者候補となる団体においては、機械化の提案は少なかったものの、地域の高齢者

雇用の確保や早朝深夜帯の継続的な人的配置による防犯面や利便性への配慮、職員研修に

よる接遇の向上などが高く評価された。 

 

A 事業者 
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審査結果 880
592

15
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619評価点総合計

22

31

応募動機が的確であるか

施設の管理・運営を行う熱意・意欲はあるか

施設の設置目的・役割・位置づけを理解しているか

基本理念が施設の管理・運営を行う上での指針とな
るものであるか

ミディ・シルバー
共同事業体

選定基準
配点 着目点

15

15

２ 利用対象者の
平等な利用を確
保できるもので
あること

（２）市民の利用しや
すさや平等な利用等
への配慮について

120

自転車等駐車場及び駐車場の入出庫時間、休業日
の設定に関し適切な提案がなされているか

自転車等駐車場及び駐車場の利用許可の手続きに
関する提案は適切か

自転車等駐車場及び駐車場に対する苦情の対応や
利用者の意見・要望が反映されるような的確な提案
になっているか

高齢者・障がい者、バイクや自転車（子どもを乗せる
ために大きな後ろかごを装着しているものなど）の利
用者に対する対応は適切か

個人情報の取組みは適切か

地域、関係機関、ボランティア等との連携が図られる
提案内容か

３ 事業計画書等
の内容が自転車
等駐車場及び駐
車場の効用を最
大限に発揮する
とともに、管理経
費の縮減が図ら
れるものである
こと

（３）事業運営等にか
かる方針等について

120

事業の実施に関する事業計画の提案内容は自由な
発想に基づく創意工夫が見られるか、また、具体的な
内容であるか

利用率向上への取組に創意工夫して提案しているか

施設のもつ機能を活用した事業計画となっているか

職員研修計画の提案内容には、サービス向上を図る
ための事項が適切に提案されているか

防犯・防災及び安全対策など緊急時における対応内
容は適切か

（４）施設の維持管理
内容について

40

施設維持管理に対する提案は、業務の一部を委託す
る場合も含め、市の業務の基準に沿った適切な内容
となっているか

備品管理業務及び施設等の修繕業務は適切な提案
内容となっているか

（５）経費縮減への配
慮や収支計画の適格
性について

120

収支計画書と事業計画書の整合性はあるか

収支計画の実現の可能性はあるか

経費が縮減されるとともに利用者の増加を図るため
の具体的な提案になっているか

提案されている管理運営費は妥当か

４ 自転車等駐車
場及び駐車場の
管理を安定して
行う能力を有し
ていること

（6）安定的な管理運
営が可能となる人的
配置について

80

職員の人選の考え方、確保の方策は適切か
専門知識や経験を考慮した配置は適切か

ローテーション、職員配置が適切に確保されているか

（7）申請団体の経済
的基盤の安定につい
て

80
応募者の財務状況に問題はないか

応募者の運営や経営の状況は良好か

（8）申請団体の実績
について

他の自転車等駐車場及び駐車場、又は類似施設を
管理運営した経験を有しているか、若しくは現在管理
運営しているか

宝塚市における活動状況はあるか

(9)リスク管理につい
て

40
第三者への賠償や対応の考え方は適切か

リスク管理に対する保険の加入計画は適切か

１ 自転車等駐車
場及び駐車場の
設置目的が達成
されるものであ
ること

（１）施設設置目的の
理解・取り組み意欲
等について

80

５ 総合的視点等

高齢者及び障がい者等の雇用に対して積極的な姿
勢があるか

（１１）プレゼンテー
ションについて

80

熱意・意欲・創意工夫（例：自動管理機器の導入等に
よる新たな駐車場管理方法等）が伝わるプレゼン
テーションを行っていたか

書類記載内容とプレゼンテーション内容に不整合が
なく適切な受け答えであったか

60
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選定審査結果集計表
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　指定管理者候補者に係る選定審査表 【 申請団体 ： ミディ総合管理・宝塚市シルバー人材センター共同事業体 】

選定基準 評価項目

5 3 4 5 3 15
5 4 4 5 3 16
5 4 3 5 3 15

5 4 4 5 3 16

5 4 4 4 3 15

5 4 4 4 3 15

5 3 4 4 3 14

5 3 3 4 3 13

5 3 3 4 3 13

5 4 4 4 3 15

5 3 3 4 3 13

10 5 5 7 7 24
5 4 3 4 3 14

5 4 4 4 3 15

5 4 4 4 3 15

5 4 4 4 3 15

5 4 4 4 3 15

5 4 4 4 3 15
5 4 4 4 3 15

10 5 5 7 5 22

10 5 5 7 5 22
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10 7 7 10 7 31
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（10）高齢者及び障が
い者等の雇用に対す
る積極性について

15 15 15 11 11 11 48
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5 4 3 3 3 13

220 156 149 178 136 619

配点

応募者の財務状況に問題はないか

応募者の運営や経営の状況は良好か

他の自転車等駐車場及び駐車場、又は類似施設を
管理運営した経験を有しているか、若しくは現在管理
運営しているか

宝塚市における活動状況はあるか

リスク管理に対する保険の加入計画は適切か

職員の人選の考え方、確保の方策は適切か
専門知識や経験を考慮した配置は適切か

ローテーション、職員配置が適切に確保されているか

高齢者及び障がい者等の雇用に対して積極的な姿
勢があるか

熱意・意欲・創意工夫（例：自動管理機器の導入等に
よる新たな駐車場管理方法等）が伝わるプレゼン
テーションを行っていたか

書類記載内容とプレゼンテーション内容に不整合が
なく適切な受け答えであったか

施設のもつ機能を活用した事業計画となっているか

職員研修計画の提案内容には、サービス向上を図る
ための事項が適切に提案されているか

防犯・防災及び安全対策など緊急時における対応内
容は適切か

施設維持管理に対する提案は、業務の一部を委託す
る場合も含め、市の業務の基準に沿った適切な内容
となっているか

備品管理業務及び施設等の修繕業務は適切な提案
内容となっているか

第三者への賠償や対応の考え方は適切か

収支計画書と事業計画書の整合性はあるか

収支計画の実現の可能性はあるか

経費が縮減されるとともに利用者の増加を図るため
の具体的な提案になっているか

提案されている管理運営費は妥当か

自転車等駐車場及び駐車場に対する苦情の対応や
利用者の意見・要望が反映されるような的確な提案
になっているか

高齢者・障がい者、バイクや自転車（子どもを乗せる
ために大きな後ろかごを装着しているものなど）の利
用者に対する対応は適切か

個人情報の取組みは適切か

地域、関係機関、ボランティア等との連携が図られる
提案内容か

事業の実施に関する事業計画の提案内容は自由な
発想に基づく創意工夫が見られるか、また、具体的な
内容であるか

利用率向上への取組に創意工夫して提案しているか

委員

４
委員

５
総合計着目点

応募動機が的確であるか

評価点合計

（１１）プレゼンテー
ションについて

20

（8）申請団体の実績
について

15

（7）申請団体の経済
的基盤の安定につい
て

選定基準 委員

１
委員

２
委員

３

施設の管理・運営を行う熱意・意欲はあるか

施設の設置目的・役割・位置づけを理解しているか

基本理念が施設の管理・運営を行う上での指針とな
るものであるか

自転車等駐車場及び駐車場の入出庫時間、休業日
の設定に関し適切な提案がなされているか

自転車等駐車場及び駐車場の利用許可の手続きに
関する提案は適切か

10

（５）経費縮減への配
慮や収支計画の適格
性について

（３）事業運営等にか
かる方針等について

30

10

20

30

20

20
（6）安定的な管理運
営が可能となる人的
配置について

５ 総合的視点等

３ 事業計画書等
の内容が自転車
等駐車場及び駐
車場の効用を最
大限に発揮する
とともに、管理経
費の縮減が図ら
れるものである
こと

４ 自転車等駐車
場及び駐車場の
管理を安定して
行う能力を有し
ていること

30

１ 自転車等駐車
場及び駐車場の
設置目的が達成
されるものであ
ること

(9)リスク管理につい
て

（１）施設設置目的の
理解・取り組み意欲
等について

２ 利用対象者の
平等な利用を確
保できるもので
あること

（２）市民の利用しや
すさや平等な利用等
への配慮について

（４）施設の維持管理
内容について



 

第２回自転車駐車場等指定管理者選定委員会（臨時会）の開催について 

 

１ 開催日時・場所・議題 

 令和 3年（2021 年）7月 7日（水）14 時 30 分～ 市役所 3-3 会議室 

議題：「委員が自転車駐車場で独自に調査した事案について」 

 

２ 事案概要 

令和 3年（2021 年）6月 29 日（火）午前 9時頃、委員の一人が独自に、申請団体である

現指定管理者が管理しているＪＲ中山寺駅南自転車駐車場において、今回の選定に係る提

案内容を事前に確認するため、駐車場の現場職員から聞取調査を行おうとした事案 

 

３ 事務局意見 

これまで本市には同様の事案が無かったため、顧問弁護士に相談したところ、「直接施設

に足を運んで、施設の状況を確認することは構わないが、選定委員の氏名などの情報は公表

されておらず、その趣旨を考慮すれば、委員としての身分を明かして事前に申請団体と接触

する行為には問題があると言わざるを得ない。情報を漏洩する目的があったとの誹りを受

ける可能性もある。公正な選定過程が担保されるのかという疑いが払拭できないため、当該

委員には選定から外れてもらうことが適当ではないか」との意見を得た。 

 

４ 審議結果 

今般事案については、提案内容に関する情報のやり取りなど審査に影響を与える事実は

認められないが、公正な選定を担保するため、委員会の総意として、当該委員を除く 4名の

委員で選考審査を行うこととする。 

 当該委員の提案内容に関する疑義については、事前に委員長が当該委員から聞き取りを

行い、当該委員に代わって質疑を行う。 

なお、事務局に対しては、選定委員会に関する規定に、申請団体との接触禁止など委員の

責務を明文化する必要があり、委員にもその責務について事前説明すべきであったとの意

見があった。 
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法人等の活動概要 

 

令和 ３年 ６月 ２１日現在 

 

項   目 内         容 

法人等名称 ミディ総合管理株式会社 

代表者役職・氏名 役職名 代表取締役社長 氏名 則竹 博安 

所在地 大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目１番４３号 

設立年月日 平成１４年 ３月 １日 

資本金（千円） ９０，０００ 

会計年度         ４月 １日～  ３月 ３１日 

役員構成・氏名 

役職名 代表取締役社長  氏名 則竹 博安 

役職名 常務取締役 氏名 石原 浩一郎 

役職名 取締役 氏名 内藤 博行 

役職名 監査役 氏名 砂川 敦   

役職名 監査役 氏名 成川 直也 

    

従業

員数 

従業員総数 ４２人 

うち 

有資格者の 

保有状況 

有資格者の種類、経歴等 人数 

防災管理者 １人 

防火管理者     ４人 

経営理念及び方針 

ミディ総合管理株式会社の役員および社員は、経営方針に基づき、

法令、社内規則はもとより、社会規範を尊重し、良識ある事業運営

を心がけ、企業の社会的責任を果たすため、以下の行動指針に則っ

て日常業務を遂行する。 

沿革 

昭和４７年 ３月 丸物フードサービス株式会社設立 

（資本金１，０００万円） 

昭和５１年 ２月 資本金２，５００万円に増資 

昭和５２年 ５月 社名を「株式会社丸物」に商号変更 

平成 ８年 ３月 社名を「株式会社ミディ」に商号変更 

平成１４年 １月 定款を総合ビルメンテナンス業に変更   

         本店所在地を大阪市に変更 

平成１４年 ５月 社名を「ミディ総合管理株式会社」に商号変更 

平成１５年 ２月 資本金９，０００万円に増資 

平成１７年 ９月 鉱油販売事業開始 

平成２２年 ９月 当社１００％子会社「日本パーキングサービス

㈱」設立 

平成２５年 ３月 兵庫事業所開設 

平成２５年 ７月 近畿日本鉄道株式会社を株主とする 

         近鉄ファシリティ・マネジメントホールディン

グス株式会社の子会社となる 
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令和 ３年 １月 ビルメンテナンス事業を近鉄ビルサービス株

式会社と経営統合 

組織図 

 

※組織図を添付のこと 

目的 

駐車場の経営及び運営・管理 

石油精製品、液化石油ガス、圧縮ガス、液化ガスおよび毒物、劇物

の販売 

自動車部分品、自動車用品およびその修理用、輸送用機械器具なら

びに油脂類の販売 

事業内容 駐車場の管理運営、鉱油等の販売 

その他特記事項 

 

 



組 織 図

営業部

業務部

燃料・商事

駐車場

代表取締役社長
取締役
取締役

執行役員

監 査 役













事務局⻑

庶務担当 ~ 主査 - 主任 - 担当

事務局次⻑

渉外担当 ~ 主査 - 主任 - 担当 - 開拓員

組織図



○宝塚市立武田尾駅前駐車場条例（抜粋）  

 (指定管理者の指定) 

第16条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事由があると認める

場合を除き、公募するものとする。  

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に駐車場の管理に係る業務に

関する事業計画書その他の規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を添付

して市長に提出しなければならない。  

3 市長は、次に掲げる事項を基準として、前項の規定により指定の申請を行ったもの

を総合的に審査し、駐車場の管理を行わせるに最適な法人その他の団体を候補者と

して選定し、指定管理者に指定するものとする。  

(1) 使用対象者の平等な使用を確保できること。  

(2) 事業計画書等の内容が駐車場の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の

縮減が図られるものであること。  

(3) 駐車場の管理を安定して行う能力を有していること。  

 

 

○宝塚市立宝塚駅前駐車場条例（抜粋）  

 (指定管理者の指定) 

第13条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事由があると認める

場合を除き、公募するものとする。  

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に駐車場の管理に係る業務に

関する事業計画書その他の規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を添付

して市長に提出しなければならない。  

3 市長は、次に掲げる事項を基準として、前項の規定により指定の申請を行ったもの

を総合的に審査し、駐車場の管理を行わせるに最適な法人その他の団体を候補者と

して選定し、指定管理者に指定するものとする。  

(1) 使用対象者の平等な使用を確保できること。  

(2) 事業計画書等の内容が駐車場の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の

縮減が図られるものであること。  

(3) 駐車場の管理を安定して行う能力を有していること。  
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○宝塚市立自転車等駐車場条例（抜粋）  

 (指定管理者の指定) 

第17条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事由があると認める

場合を除き、公募するものとする。  

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に駐車場の管理に係る業務に

関する事業計画書その他の規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を添付

して市長に提出しなければならない。  

3 市長は、次に掲げる事項を基準として、前項の規定により指定の申請を行ったもの

を総合的に審査し、駐車場の管理を行わせるに最適な法人その他の団体を候補者と

して選定し、指定管理者に指定するものとする。  

(1) 使用対象者の平等な使用を確保できること。  

(2) 事業計画書等の内容が駐車場の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の

縮減が図られるものであること。  

(3) 駐車場の管理を安定して行う能力を有していること。  

 


